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「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の

特例に関する法律の一部を改正する法律」1（令和 4 年法律第 59 号）が 2022 年 6 月

1 日に公布、2023 年 6 月 1 日に施行されました。 

本ニューズレターでは、上記法律によって改正された消費者契約法（以下「改正法」

といいます）に関して解説いたします。 

 

１ 概要 

 

改正法における主な改正点2は、次のとおりになります。 

 

① 契約の取消権の追加 

② 解約料の説明の努力義務 

③ 免責の範囲が不明確な条項の無効 

④ 事業者の努力義務の拡充 

 

上記の改正点についてそれぞれ解説いたします。 

 

２ 契約の取消権の追加（改正法第 4 条 3 項） 

 

 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為（困惑を通じて消費者の意思

表示に瑕疵をもたらすような不適切な勧誘行為）により困惑し、それにより当該消費

者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、取消しが認められることとさ

れています。改正前の消費者契約法では、事業者の一定の行為として、以下の 8 つの

類型が定められていました。 

① 不退去 

② 退去妨害 

 

1 消費者庁「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の

特例に関する法律の一部を改正する法律」新旧対象条文 

2 消費者庁「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の

特例に関する法律の一部を改正する法律」概要 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_04.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_04.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_01.pdf


 

③ 社会生活上の経験が乏しいことを不当に利用して、不安をあおる告知 

④ 社会生活上の経験が乏しいころを不当に利用して、恋愛感情等に乗じた人間関

係の濫用 

⑤ 加齢等による判断力の低下の不当な利用 

⑥ 霊感等による知見を用いた告知 

⑦ 契約締結前に債務の内容を実施等 

⑧ 不利益事実の不告知による取消しの要件緩和 

 

 改正法では、新たに以下の 3 つの類型が追加されました。 

⑨ 勧誘することを告げずに、退去困難な場所へ同行し勧誘をすること（改正法第

4 条 3 項 3 号） 

⑩ 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害すること（改正法第 4 条 3 項 4 号） 

⑪ 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にすること（改正法第

4 条 3 項 9 号） 

  

３ 解約料の説明の努力義務（改正法第 9 条 2 項） 

 

改正前の消費者保護法では、契約の解除等に伴う違約金等の額及び説明に関する明

文規定はありませんでした。事業者から消費者に対し違約金等を請求する際に、違約

金等について説明をずる必要がないため、高額な違約金等を設定して不当に利益を得

る場合がありました。 

そこで改正法では、消費者からの求めに応じて、事業者に対して違約金等の算定根

拠の概要について説明する努力義務が定められました。 

 

第 9 条 2 項 

事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違

約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当

該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根

拠（第 12 条の 4 において「算定根拠」という。）の概要を説明するよう努めなけれ

ばならない。 

 

４ 免責の範囲が不明確な条項の無効（改正法第 8 条 3 項） 

 

改正前の消費者保護法において、事業者に故意又は重大な過失がある場合における

事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項は無効とされていました。しかしながら、

事業者に軽過失が認められる限度で契約条項を有効にするために特段の要件は設けら

れておらず、「関連法令に反しない限り」等の留保文言によって事業者に軽過失が認

められる限度で契約条項を有効とすることが可能でした。 



 

改正法では、損害賠償責任の一部を免除する契約条項は、事業者が軽過失の場合に

限り有効であることを明確に記載することが求められ、軽過失による行為にのみ適用

されることを明らかにしていない条項は無効となります。 

例えば、「関連法令に反しない限り」や「法律上許される限り」といった記載では

なく、「弊社に軽過失がある場合に限り」や「弊社に故意又は重過失がある場合を除

き」等と規定することで、軽過失による行為に限り適用されることが明らかにされて

いるため、当該契約条項は無効とならないと考えられます。 

 

第 8 条 3 項 

事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大

な過失によるものを除く。）又は消費者契約における事業者の債務の履行に際して

された当該事業者の不法行為（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意

又は重大な過失によるものを除く。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の

一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者

又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明

らかにしていないものは、無効とする。 

 

５ 事業者の努力義務の拡充（改正法第 3 条 1 項） 

 

 改正により、事業者に対して次のような努力義務が課されることになりました。 

まず、事業者が消費者に契約締結の勧誘をする際、個々の消費者の知識及び経験に

加え、「年齢、心身の状態」を総合的に考慮した上で、契約の目的となる者の性質に

応じて、契約内容についての必要な情報を提供することが努力義務として課されまし

た（改正法第 3 条 1 項 2 号）。 

 また、消費者が定型約款の表示請求権（民法第 548 条の 3 第 1 項）を実際に行使で

きるようにするため、事業者の努力義務として定型約款の表示請求権についての必要

な情報を提供することが規定されました（改正法第 3 条 1 項 3 号）。 

 さらに、消費者が解除権の行使に関する情報の提供を求めたときは、解除権の行使

に関して必要な情報を提供する努力義務が定められました（改正法第 3 条 1 項 3 号）。 

 

第 3 条 1 項 

事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 

1 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約

の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって

平易なものになるよう配慮すること。 

2 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるため

に、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者



 

が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考

慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を

提供すること。 

3 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 548 条の 2 第 1 項に規定する定型取引合意に

該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定す

る定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費

者が同法第 548 条の 3 第 1 項に規定する請求を行うために必要な情報を提供するこ

と。 

4 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権

の行使に関して必要な情報を提供すること。 

 

以上 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

弁護士 松宮浩典 
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◆ One Asia Lawyers  ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリー

ガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律の

hironori.matsumiya@oneasia.legal


 

スペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービ

スを提供しております。 

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal 

までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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